
第１０３回小金井市新型コロナウ

イルス感染症対策本部会議録 

日時 令和３年１２月２８日（火） 

９：２０～９：５５ 

場所 議場 

出席者 西岡市長、住野副市長、大熊教育長、加藤総務部長、西田市民部長、中谷福祉保

健部長、大澤子ども家庭部長、柿崎環境部長、若藤都市整備部長、大津学校教育

部長、藤本生涯学習部長、北村議会事務局長、梅原企画政策課長、廣田広報秘書

課長、堤新型コロナウイルス感染症対策担当課長、宮奈地域安全課長、穐山地域

安全係長 

付議事項 １ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

２ 各部連絡事項 

資料 新型コロナウイルス感染症への対応について 

新型コロナウイルスワクチン接種における追加接種「前倒し」等への対応につい

て 

（進行：福祉保健部長） 

（市長） 

・一年間新型コロナウイルス感染症に係る様々な対応に感謝申し上げる。およそ２年もの間

コロナウイルスとの闘いが続いており、市政にも多大な影響があった。この間の対応で改め

て基礎的自治体の役割が重要だということを再認識したところである。来年についても全

力で市民の健康と命を守ることに尽力したい。 

 オミクロン株については、報道等のとおり感染が拡大傾向にある。年明けの市主催事業は感

染状況を注視し、場合によっては中止等の判断を行うことも想定せねばならない。 

 ３回目のワクチン接種については、医師会等と緊密に連携を図り、来年から保健センター、

旧西友を使用し、１月からスタートする。５～１１歳のワクチン接種は３月以降に実施の予

定である。市の緊急対応方針に基づき、来年予想される第６波に対応していきたい。 

 自宅療養者の支援体制についても充実したい。 

 

１ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

（健康課長） 

・オミクロン株について、資料をお示しした。オミクロン株陽性者については市区町村別に陽

性者を公表するものではないとの事。 

・東京都の PCR等検査無料化の取組は１２月２３日から始まっており、２５日からは発熱な

どの症状の無い無症状の都民の方を対象に追加し、都内の木下グループ及びウエルシアグ

ループの一部薬局で検査が可能となっている。１２月２７日現在、市内ではまだ検査が可能

な場所はないが、検査箇所は順次追加されるとのこと。帰省時期直前ということもあり、非

常に込み合っているとの事だった。当検査はあくまで疑いまでの判断であり、陽性陰性の確

定については医療機関等での検査に委ねられる。 

（子ども家庭部長） 



・１４日間の待機基準はオミクロン株と従前の株で異なるのか？ 

（健康課長） 

・最終的には保健所の判断となるが、従来株と変わらないと思われる。 

（新型コロナウイルス感染症対策課長） 

・市の対応も変わらないという事か？ 

（健康課長） 

・オミクロン株の市中感染が発生した場合は、緊急で保健所等と協議が必要と思われるが、帰

国者の感染については、保健所にて行動把握を行っているため、緊急の協議は不要と思われ

る。 

 市中感染が発生した場合は、感染者が利用していた公共施設の確認等、コロナウイルス感染

対策の初動に基づいた対応も必要になる。 

（市長） 

・市中感染が確認された場合は人が集まるような施設に対策を行っていく。 

（福祉保健部長） 

・大阪の先駆的な対応に倣いつつ、在宅療養者支援の体制整備を進めていく。 

（新型コロナウイルス感染症対策担当課長） 

・３回目の追加接種については、１月１９日から保健センターでの高齢者の方の集団接種を

開始し、２月１日から指定医療機関での個別接種を開始する。５～１１歳の方の接種は第一

大久保ビルで行う予定である。本件については今回の本部で承認を得た後、市議会に説明を

行う。 

（市長） 

・各会場でどのワクチンを使用するのか、広報の際にも明記してほしい。 

 

２ 各部連絡事項 

（福祉保健部長） 

・住民税非課税世帯への給付金について、１月７日にシステム改修を行い、コールセンターを

１月１９日から開設、１月１５日号市報掲載、１月中に対象者に案内発送、給付開始を１月２

１日からというスケジュールで事業を進める。 

（子ども家庭部長） 

・子育て世帯への臨時特別給付金について、対象者の抽出を行い特段のエラーはなかった。 

 ９月以降に離婚された方への対処等の課題もある。 

（総務部長） 

・C－NAVI に掲載済みであるが、基本的対策の更なる徹底について、各職場で回覧をお願い

したい。年末年始の職員体調不良に係る対応については、所属課長から所属部長、総務部長、

職員課と連絡を必ず行っていただきたい。 

（市長） 



・この場で年末年始の医療体制の情報共有を図りたい。 

（健康課長） 

・市内医療機関については、１２月２９日から１月３日まで休日扱いとなるが、市の委託でい

くつかの医療機関での休日診療対応をお願いしている。また別途輪番で１２月２９日から

１月３日まで行っている医療機関もある。日に３か所前後の医療機関で発熱検査を行える

よう体制を整えている。 

 

（以上） 

 


